
表5.3(12)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
ジクロロメタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

26 無機顔料製造業の用に供する施設 1 0.13          － 0.13 0.13

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 7 0.01 0.02 0.05 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 1 0.02          － 0.02 0.02

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 5 0.00 0.00 0.01 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 1 0.02          － 0.02 0.02

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 3 0.01 0.01 0.03 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 1 0.00          － 0.00 0.00

41 香料製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 15 0.01 0.03 0.10 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 10 0.00 0.00 0.01 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 1 0.00          － 0.00 0.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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ジクロロメタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 3 0.01 0.01 0.02 0.00

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 6 0.00 0.00 0.00 0.00

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 7 0.01 0.01 0.02 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 0          －          －          －          －

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 27 0.01 0.02 0.08 0.00

66-1 電気めっき施設 11 0.01 0.01 0.02 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 42 0.00 0.01 0.04 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 4 0.02 0.02 0.05 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 10 0.03 0.05 0.15 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 7 0.01 0.01 0.03 0.00

72 し尿処理施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 9 0.01 0.03 0.09 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 201 0.01 0.02 0.15 0.00
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表5.3(13)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
四塩化炭素 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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四塩化炭素 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 35 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 5 0.00 0.00 0.00 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 80 0.00 0.00 0.00 0.00
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表5.3(14)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
1，2-ジクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 1 0.02          － 0.02 0.02

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 6 0.00 0.00 0.01 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 5 0.01 0.01 0.03 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 2 0.01 0.01 0.02 0.00

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 5 0.01 0.01 0.02 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 10 0.00 0.00 0.01 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 6 0.01 0.01 0.03 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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1，2-ジクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 4 0.01 0.01 0.02 0.00

66-1 電気めっき施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 33 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 14 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 6 0.01 0.01 0.03 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 104 0.00 0.01 0.03 0.00
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表5.3(15)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
1，1-ジクロロエチレン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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1，1-ジクロロエチレン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 0          －          －          －          －

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 28 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.02          － 0.02 0.02

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 1 0.00          － 0.00 0.00

合計 57 0.00 0.00 0.02 0.00
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表5.3(16)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
シス-1，2-ジクロロエチレン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.01 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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シス-1，2-ジクロロエチレン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 2 0.01 0.01 0.01 0.00

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.02          － 0.02 0.02

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 27 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.04          － 0.04 0.04

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 53 0.00 0.01 0.04 0.00
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表5.3(17)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
1,1,1-トリクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.01 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 1 0.04          － 0.04 0.04

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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1,1,1-トリクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 8 0.08 0.14 0.30 0.00

66-1 電気めっき施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 30 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.30          － 0.30 0.30

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 1 0.00          － 0.00 0.00

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 72 0.01 0.06 0.30 0.00
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表5.3(18)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
1,1,2-トリクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 2 0.01 0.01 0.01 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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1,1,2-トリクロロエタン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 0          －          －          －          －

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 30 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.01          － 0.01 0.01

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 1 0.00          － 0.00 0.00

合計 60 0.00 0.00 0.01 0.00
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表5.3(19)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
1,3-ジクロロプロペン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 1 0.00          － 0.00 0.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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1,3-ジクロロプロペン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 0          －          －          －          －

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 26 0.00 0.00 0.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 0          －          －          －          －

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 13 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 51 0.00 0.00 0.00 0.00
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表5.3(20)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
チウラム 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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チウラム 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 10 0.00 0.00 0.01 0.00

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 26 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 1 0.01          － 0.01 0.01

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 14 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 66 0.00 0.00 0.01 0.00
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表5.3(21)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
シマジン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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シマジン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 0          －          －          －          －

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 27 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 0          －          －          －          －

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 15 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 47 0.00 0.00 0.01 0.00
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表5.3(22)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
チオベンカルブ 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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チオベンカルブ 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 0          －          －          －          －

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 0          －          －          －          －

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 0          －          －          －          －

66-1 電気めっき施設 0          －          －          －          －

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 28 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 0          －          －          －          －

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 0          －          －          －          －

73 下水道終末処理施設 14 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 0          －          －          －          －

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 48 0.00 0.00 0.01 0.00
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表5.3(23)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
ベンゼン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 0          －          －          －          －

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.01 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 1 0.01          － 0.01 0.01

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 2 0.02 0.03 0.04 0.00

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 7 0.00 0.00 0.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 1 0.04          － 0.04 0.04

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 6 0.00 0.00 0.00 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 9 0.01 0.02 0.05 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 0          －          －          －          －

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 5 0.01 0.01 0.03 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 1 0.00          － 0.00 0.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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ベンゼン 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 17 0.01 0.01 0.03 0.00

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 1 0.00          － 0.00 0.00

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 5 0.00 0.00 0.01 0.00

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 0          －          －          －          －

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 1 0.00          － 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 14 0.01 0.01 0.05 0.00

66-1 電気めっき施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 39 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 0.00          － 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 2 0.01 0.01 0.01 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 1 0.00          － 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 14 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 9 0.00 0.00 0.00 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 158 0.00 0.01 0.05 0.00
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表5.3(24)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
セレン及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 8 0.03 0.02 0.06 0.00

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

26 無機顔料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 7 0.02 0.03 0.08 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

47 医薬品製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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セレン及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 0          －          －          －          －

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 1 0.00          － 0.00 0.00

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 4 0.00 0.00 0.00 0.00

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 2 0.01 0.01 0.01 0.00

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 3 0.00 0.00 0.00 0.00

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 7 0.09 0.11 0.30 0.00

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 1 0.00          － 0.00 0.00

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 6 0.00 0.00 0.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 5 0.00 0.00 0.00 0.00

66-1 電気めっき施設 6 0.00 0.00 0.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 0          －          －          －          －

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 0          －          －          －          －

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 49 0.00 0.00 0.01 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

71-4 産業廃棄物処理施設 5 0.01 0.01 0.02 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 0          －          －          －          －

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

73 下水道終末処理施設 15 0.00 0.00 0.00 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 0          －          －          －          －

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 0          －          －          －          －

合計 130 0.01 0.03 0.30 0.00
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表5.3(25)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
ほう素及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 3 0.11 0.12 0.23 0.00

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 2 1.04 1.36 2.00 0.07

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 1 0.20          － 0.20 0.20

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 5 1.59 2.28 5.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 3 0.20 0.20 0.40 0.00

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

24 化学肥料製造業の用に供する施設 5 1.77 1.83 4.10 0.07

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 1 1.40          － 1.40 1.40

26 無機顔料製造業の用に供する施設 5 1.14 0.96 2.50 0.01

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 32 5.31 15.94 87.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 2 1.75 2.33 3.40 0.10

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 10 0.57 1.18 3.90 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 2 0.48 0.67 0.95 0.00

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 1 5.90          － 5.90 5.90

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 2 0.22 0.29 0.42 0.01

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 16 1.23 2.81 10.00 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 19 0.75 1.23 3.90 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 1 0.12          － 0.12 0.12

49 農薬製造業の用に供する混合施設 1 2.20          － 2.20 2.20

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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ほう素及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 1 0.09          － 0.09 0.09

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 1 0.20          － 0.20 0.20

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 32 0.97 1.46 6.10 0.00

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 1 1.20          － 1.20 1.20

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 25 30.76 44.93 158.00 0.00

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 15 1.49 2.16 7.10 0.02

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 7 1.25 1.53 4.10 0.03

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 55 0.68 1.24 6.90 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 1 4.40          － 4.40 4.40

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 6 0.01 0.02 0.04 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 209 1.36 3.05 21.00 0.00

66-1 電気めっき施設 258 2.26 4.12 40.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 1 9.20          － 9.20 9.20

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 1 0.25          － 0.25 0.25

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 1 0.10          － 0.10 0.10

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 1 1.00          － 1.00 1.00

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 1 0.16          － 0.16 0.16

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 67 0.22 0.43 2.40 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 1 2.00          － 2.00 2.00

71-4 産業廃棄物処理施設 6 1.59 2.10 5.70 0.02

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 3 0.43 0.51 1.00 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 7 1.69 3.59 9.70 0.00

73 下水道終末処理施設 26 0.16 0.19 0.80 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 18 1.79 2.36 6.80 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 4 0.61 0.33 1.00 0.22

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 0          －          －          －          －

- 特定施設不明 5 1.31 2.01 4.80 0.00

合計 868 2.40 9.90 158.00 0.00
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表5.3(26)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
ふっ素及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 7 2.69 1.57 4.30 0.00

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 5 0.12 0.18 0.40 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 5 0.88 0.92 2.40 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 2 0.10 0.14 0.20 0.00

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 10 2.61 3.03 8.00 0.00

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 2 0.14 0.20 0.28 0.00

26 無機顔料製造業の用に供する施設 6 2.71 3.65 9.70 0.20

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 33 2.53 2.84 10.50 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 1 0.10          － 0.10 0.10

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 0          －          －          －          －

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 1 1.21          － 1.21 1.21

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 2 0.21 0.29 0.41 0.00

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 9 0.76 0.86 2.70 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 3 0.61 0.39 1.00 0.22

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 1 0.50          － 0.50 0.50

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 2 0.95 0.64 1.40 0.50

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 5 1.31 1.97 4.80 0.15

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 3 0.15 0.26 0.45 0.00

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 14 0.63 1.21 4.50 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 11 0.13 0.19 0.60 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

49 農薬製造業の用に供する混合施設 2 5.50 7.78 11.00 0.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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ふっ素及びその化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 3 0.15 0.15 0.30 0.00

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 46 1.56 2.35 11.00 0.00

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 0          －          －          －          －

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 17 1.11 2.06 7.00 0.00

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 30 2.81 2.48 10.10 0.22

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 11 3.32 2.52 9.27 0.10

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 83 1.65 2.07 8.00 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 1 1.30          － 1.30 1.30

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 15 0.03 0.05 0.13 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 356 2.16 3.22 47.00 0.00

66-1 電気めっき施設 228 2.12 2.90 19.00 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 1 4.20          － 4.20 4.20

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 1 0.00          － 0.00 0.00

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 1 0.12          － 0.12 0.12

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 1 0.50          － 0.50 0.50

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 1 0.25          － 0.25 0.25

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 86 0.80 1.80 9.80 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 2 1.09 1.15 1.90 0.27

71-4 産業廃棄物処理施設 6 2.85 2.13 5.74 0.00

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 7 1.90 1.98 5.60 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

72 し尿処理施設 4 2.44 2.90 5.75 0.00

73 下水道終末処理施設 33 0.17 0.33 1.70 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 23 1.56 2.05 9.50 0.00

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 5 3.46 3.26 8.00 0.30

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 1 3.30          － 3.30 3.30

- 特定施設不明 6 1.42 1.82 4.70 0.00

合計 1,094 1.81 2.73 47.00 0.00
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表5.3(27)　代表特定施設別排水濃度（有害物質）
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 8 12.90 20.88 50.00 0.00

1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 0          －          －          －          －

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 1 0.00          － 0.00 0.00

3 水産食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設 2 7.52 1.02 8.24 6.80

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

7 砂糖製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽 0          －          －          －          －

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 0          －          －          －          －

10 飲料製造業の用に供する施設 2 2.55 3.32 4.90 0.20

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

12 動植物油脂製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

13 イースト製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設 1 1.00          － 1.00 1.00

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 0          －          －          －          －

18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設 0          －          －          －          －

18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

18-3 たばこ製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設 10 5.85 13.62 44.00 0.00

20 洗毛業の用に供する施設 0          －          －          －          －

21-1 化学繊維製造業の用に供する施設 10 5.15 9.24 30.00 0.00

21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー 0          －          －          －          －

21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 0          －          －          －          －

21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

22 木材薬品処理業の用に供する施設 0          －          －          －          －

23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設 6 1.84 2.96 7.80 0.04

23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設 0          －          －          －          －

24 化学肥料製造業の用に供する施設 14 22.51 36.88 140.00 0.80

25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設 2 14.12 18.78 27.40 0.85

26 無機顔料製造業の用に供する施設 5 17.32 17.34 36.00 0.40

27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設 54 152.89 365.86 1,800.00 0.00

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

29 コールタール製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

30 発酵工業の用に供する施設 1 0.40          － 0.40 0.40

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設 1 8.60          － 8.60 8.60

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 5 11.58 15.93 35.60 0.00

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 19 4.55 5.69 22.00 0.00

34 合成ゴム製造業の用に供する施設 2 0.00 0.00 0.00 0.00

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設 1 4.00          － 4.00 4.00

36 合成洗剤製造業の用に供する施設 1 14.10          － 14.10 14.10

37 その他の石油化学工業の用に供する施設 6 8.98 10.05 23.00 0.00

38 石けん製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

39 硬化油製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

41 香料製造業の用に供する施設 1 3.50          － 3.50 3.50

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 2 2.45 2.33 4.10 0.80

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 0          －          －          －          －

46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設 25 11.36 21.95 100.00 0.00

47 医薬品製造業の用に供する施設 29 8.33 18.26 78.00 0.00

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設 3 18.27 17.06 34.10 0.20

49 農薬製造業の用に供する混合施設 1 24.00          － 24.00 24.00

50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 0          －          －          －          －

代表特定施設
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ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位：㎎/ℓ

事業場数 平均値 標準偏差 最大値 最小値代表特定施設

51-1 石油精製業の用に供する施設 2 0.49 0.16 0.60 0.37

51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設 1 1.90          － 1.90 1.90

51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 0          －          －          －          －

52 皮革製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 14 3.27 4.03 12.00 0.00

54 セメント製品製造業の用に供する施設 0          －          －          －          －

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント 0          －          －          －          －

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 0          －          －          －          －

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 1 4.20          － 4.20 4.20

58 窯業原料の精製業の用に供する施設 4 2.74 2.36 5.56 0.00

59 砕石業の用に供する施設 0          －          －          －          －

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 0          －          －          －          －

61 鉄鋼業の用に供する施設 17 12.29 14.47 48.00 0.90

62 非鉄金属製造業の用に供する施設 11 8.59 14.26 43.00 0.00

63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 82 10.05 8.22 35.00 0.00

63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 0          －          －          －          －

63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設 6 16.56 20.87 52.60 0.04

64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 2 11.85 7.28 17.00 6.70

64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設 16 1.43 2.03 8.00 0.00

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 263 16.33 55.05 850.00 0.00

66-1 電気めっき施設 208 16.86 23.17 146.40 0.00

66-2 旅館業の用に供する施設 0          －          －          －          －

66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設 1 29.25          － 29.25 29.25

66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設 0          －          －          －          －

67 洗たく業の用に供する洗浄施設 0          －          －          －          －

68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 0          －          －          －          －

68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設 1 1.70          － 1.70 1.70

69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 0          －          －          －          －

69-2 中央卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

69-3 地方卸売市場に設置される施設 0          －          －          －          －

70-1 廃油処理施設 0          －          －          －          －

70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設 0          －          －          －          －

71-1 自動式車両洗浄施設 1 7.10          － 7.10 7.10

71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設 96 6.58 11.67 100.00 0.00

71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 3 9.73 3.52 13.80 7.60

71-4 産業廃棄物処理施設 8 323.98 839.21 2,400.00 0.02

71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設 5 20.22 36.40 84.00 0.00

71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設 1 0.15          － 0.15 0.15

72 し尿処理施設 12 30.85 53.07 160.00 0.00

73 下水道終末処理施設 45 10.29 5.62 25.60 0.00

74 特定事業場から排出される水の処理施設 19 17.26 26.21 112.00 0.44

81 指定地域特定施設（し尿浄化槽２０１～５００人槽） 11 9.65 15.27 52.83 0.19

91 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院） 0          －          －          －          －

92 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽） 1 0.00          － 0.00 0.00

- 特定施設不明 3 3.17 5.48 9.50 0.00

合計 1,046 22.54 119.09 2,400.00 0.00
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送
付
先

（
調
査
対
象
期
間
：
平
成
１
7
年
４
月
１
日
　
～
　
平
成
１
8
年
３
月
３
１
日
実
績
）

点
線
内
は
記
入
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
あ
ら
か
じ
め
前
回
調
査
の
報
告
値
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

環
境
省
統
一
番
号

排
水
量
区
分

有
害
区
分

代
表
産
業
分
類

・
太
枠
内
に
、
記
入
要
領
に
従
い
、
今
年
度
の
値
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
提
出
は
原
票
を
返
信
用
封
筒
に
て
ご
返
送
下
さ
い
。

水
域
番
号

代
表
特
定
施
設
ｺ
ｰ
ﾄﾞ

補
助
区
分

本
調
査
票
の
内
容
は
、
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

⑦
～
⑬

⑦
延
床
面
積

⑧
従
業
員
数
等

⑨
出
荷
額
等

①
工
場
・
事
業
場
名

規
模
の

ｍ
2

人
万
円

　
指
標

②
所
在
地

⑩
～
⑫
飼
育
頭
数

単
位
：
頭

℡
（
畜
舎
（
豚
・
牛
・
馬
）
の
あ
る
事
業
場
の
み
）

⑬
そ
の
他
の
指
標

単
位

④
産
業
分
類
　
(産
業
分
類
が
正
し
く
な
い
場
合
、
　
　
　
内
に
×
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
)

⑭
～
⑮

稼
働

状
況

※
詳
し
く
は
記
入
要
領
を
参
照
の
上
、
ご
記
入
下
さ
い

-
-
-
-
-
-
-
-
上
記
以
外
の
産
業
分
類
に
該
当
す
る
場
合
、
下
欄
に
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
-
-
-
-
-
-
-
-

⑯
用
　
水
　
量

⑳
排
水
処
理
方
法

(
)

(ｍ
3
/
日
)

⑤
稼
働

⑰
総
排
水
量

0
1
:活
性
汚
泥

 コ
ー
ド

稼
 働

(ｍ
3
/
日
)

0
2
:そ
の
他
の
生
物
処
理

0
3
:凝
集
沈
殿
、
凝
集
浮
上
、
加
圧
浮
上

下
水
道
に
全
量
接
続
し
た

⑱
処
理
水
量

0
4
:砂
ろ
過

H
1
8
.3
.3
1
現
在
建
設
中
で
稼
働
し
て
い
な
い

(ｍ
3
/
日
)

0
5
:オ
ゾ
ン
処
理

休
止
（
稼
働
を
再
開
す
る
見
込
み
は
あ
る
が
停
止
中
）

0
6
:活
性
炭

廃
止
（
稼
働
を
再
開
す
る
見
込
み
は
な
い
）

0
7
:油
水
分
離

⑲
未
処
理
水
量

0
8
:そ
の
他
の
高
度
処
理

そ
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他
（
誤
っ
て
郵
送
さ
れ
て
き
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な
ど
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3
/
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)

0
9
:沈
殿
、
中
和
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無
機
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除
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主
た
る
目
的
と
し
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処
理
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（
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記
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い
ず
れ
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該
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い
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合
）

【
提
出
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限
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０
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３
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】
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－
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０
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③
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認
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o
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６
６
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７

承
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成
１
８
年
１
１
月
３
０
日
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で

環
境
省
水
・
大
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環
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局
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環
境
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経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局
環
境
政
策
課
環
境
指
導
室

新

所
属

時

終 時

平
成
１
8
年
度
　
水
 質
 汚
 濁
 物
 質
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 出
 量
 総
 合
 調
 査
 票
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名

  
 

⑮
稼
働

　
　
時
刻
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分
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：

２
：

３
：

４
：
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始
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月

1
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3
月

 
 
 
 
 

 
 

⑩
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月
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6
月

7
月

1
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月

1
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2
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時
分

   

２
用
排
水
量
及
び
排
水
処
理
方
法

年
間

㊙

▲ 億
▲ 兆

⑤
稼
働
コ
ー
ド
が
「
１
：
稼
働
」
以
外
の
場
合
、
調
査
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。

こ
の
調
査
票
を
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
御
返
送
下
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

引
き
続
き
、
⑦
以
降
に
御
記
入
下
さ

い
。

調
 査
 は
 裏
 面
 に
 続
 き
 ま
 す
 。
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・
使
用
（
原
料
と
す
る
製
品
を
使
用
も
含
む
）
又
は
製
造
し
て
い
る
有
害
物
質
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
公
共
用
水
域
へ
の
排
出
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

・
有
害
物
質
名
(※
)は
他
に
呼
び
方
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
記
入
要
領
で
御
確
認
く
だ
さ
い
。

・
太
枠
内
に
各
項
目
に
お
け
る
平
均
的
な
排
水
濃
度
（
１
年
間
の
平
均
値
な
ど
）
を
記
入

・
「
2
5
排
水
濃
度
」
の
太
枠
内
に
各
項
目
に
お
け
る
排
水
濃
度
（
排
水
濃
度
デ
ー
タ
が
複
数
あ
る
場
合
は
最
大
の
も
の
）
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

し
て
下
さ
い
。

・
詳
細
に
つ
い
て
は
記
入
要
領
を
参
照
下
さ
い
。

・
右
欄
に
前
回
報
告
値
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
右
欄
に
前
回
報
告
値
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
詳
細
に
つ
い
て
は
記
入
要
領
を
参
照
下
さ
い
。

（
※
１
）
排
出
方
法

１
：
（
処
理
後
に
）
公
共
用
水
域
へ
排
出
　
２
：
廃
棄
物
処
理
業
者
に
よ
る
回
収
　
３
：
下
水
道
へ
排
水
　
４
：
そ
の
他

2
1
　
排
水
濃
度
等

2
5
  
排
水
濃
度
(m
g/
l)

有
無

有
無

1
2
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4

水
素
イ
オ
ン
濃
度

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

(ｐ
Ｈ
)

シ
ア
ン
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

Ｂ
Ｏ
Ｄ

(m
g/
l)

有
機
燐
化
合
物
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

Ｃ
Ｏ
Ｄ

(m
g/
l)

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

Ｓ
Ｓ

(m
g/
l)

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

抽
出
物
質
(m
g/
l)

総
水
銀

1
2
1
2
1
2
3
4

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
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l)

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

1
2
1
2
1
2
3
4

銅
(m
g/
l)

Ｐ
Ｃ
Ｂ

1
2
1
2
1
2
3
4

亜
鉛

(m
g/
l)

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

溶
解
性
鉄

(m
g/
l)

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン

(m
g/
l)

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

ク
ロ
ム

(m
g/
l)

四
塩
化
炭
素
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

大
腸
菌
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数

(×
1
0
0
0
個
/
m
l)

1
,2
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
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総
窒
素
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g/
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1
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ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
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(※
)
1
2
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2
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2
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l)

ｼ
ｽ
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1
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ロ
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)
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2
1
2
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2
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-
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)
1
2
1
2
1
2
3
4
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-
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リ
ク
ロ
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エ
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ン
　
(※
)
1
2
1
2
1
2
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4

1
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-
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ク
ロ
ロ
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ロ
ペ
ン

1
2
1
2
1
2
3
4

チ
ウ
ラ
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(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

シ
マ
ジ
ン
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
　
(※
)

1
2
1
2
1
2
3
4

ベ
ン
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1
2
1
2
1
2
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そ
の
化
合
物
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2
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2
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6

ア
ン
モ
ニ
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ン
モ
ニ
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亜
硝
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造
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8

1
5

前
回
報
告
値

動
植
物
油
脂
類

下
限
値

上
限
値

鉱
油
類

2
2

2
3

1
9

0
8

2
0

2
1

有
害
物
質
を
使
用
又
は
製
造
し
て
い
な
い
事
業
者
の
調
査
は
こ
れ
で
終

了
で
す
。
こ
の
調
査
票
を
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
御
返
送
下
さ
い
。

な
お
、
有
害
物
質
を
使
用
（
原
料
と
す
る
製
品
を
使
用
も
含
む
）
又
は
製

造
し
て
い
る
事
業
者
は
、
引
き
続
き
2
2
以
降
に
御
記
入
下
さ
い
。

調
査
は
以
上
で
終
了
で
す
。
こ
の
調
査
票
を
返
信
用
封
筒
に
入
れ
、
御
返
送
下
さ
い
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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水質汚濁物質排出量総合調査について 

 
はじめに 

 この調査は、水質汚濁防止法に定める特定施設を有する工場又は事業場における、水質汚濁物質の排

出実態を把握することにより、水質汚濁防止法の施行上の基礎資料を得ることを目的としたもので、環

境省及び経済産業省が実施するものです。次頁以降に示す記入要領に従って調査票に御記入の上、下記

期限までに御回答くださるようお願いします。 
 なお、御回答いただいた個別の調査票の内容は秘密扱いとし、外部に公表することはありません。報

告されたデータをもとに特定施設分類別や産業分類別にデータを集計し、その集計結果を調査結果概要

として公表いたしますので、報告される内容は正確にお願いいたします（平成１７年度調査結果概要は、

環境省ＨＰ上に公表しております。）。この公表資料から個々の事業場の特定は不可能ですので、御理解

の上、御協力をお願いいたします。 
 また、今回の調査により、報告されたデータを根拠として、法に基づいた罰則等は適用されませんの

で、各事業場の正確なデータを御記入くださいますよう重ねてお願いいたします。 
 

記 
 
○調査票提出期限   平成１８年１０月３１日まで 

○調査対象期間    調査の対象となる期間は、平成１７年度（平成１７年４月１日から平成１８

年３月３１日までの１年間）です。 
○調査対象事業場    本調査では、水質汚濁防止法に定める特定施設を有する工場又は事業場（特

定事業場）のうち、日間平均排水量が 50ｍ3以上のもの又は有害物質使用特定

事業場を対象としています。 
○本件の問合せ先     本件に関する質問等の一切は、下記 東レエンジニアリング（株） が一括

して対応させていただきます。なお、本調査は、環境省水・大気環境局水環境

課（担当：高橋、岡村）の請負調査として実施しています。 

会 社 名：東レ エンジニアリング株式会社 

住 所：〒520-0842 滋賀県大津市園山１丁目１番１号 

電話番号：０７７－５３３－７３６３（受付：月曜日～金曜日 9:30～12:00、13:00～17:00）

Ｆ Ａ Ｘ：０７７－５３７－６４２３ 

担 当 者：樫木(ｶｼｷ)、間鍋(ｶﾝﾅﾍﾞ) 

     また、調査の照会方法や調査票の様式など、調査の改善のための御意見があ
る場合は、下記連絡先宛て御提出下さい。 

 
 
 
 

連 絡 先：環境省 水・大気環境局 水環境課 

Ｆ Ａ Ｘ：０３―３５９３－１４３８ 

電子メール：mizu-kanri@env.go.jp 
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【 調査票の記入要領 】 

○ 太枠で囲まれた欄のみ記入してください。 
○ 数字は１文字につき１マスを用いて、小数点があれば小数点も１つのマス目を使用してください。 
○ 調査票の中で、網掛け欄に記載されているデータは、前回調査（調査対象は平成１６年度）にお

いて御記入いただいたものであり、今回の参考にしてください。なお、空欄となっている場合は、

前回調査の報告を頂いていない事業場です。今年度調査につきましては、必ず御回答いただける

ようお願いいたします。 
 
 以下、記入に当たっての細部説明を各項目ごとに述べますので、充分御理解の上、記入してください。 

 
１．工場・事業場の概要 

①工場・事業場名  記載内容を御確認ください。 
②所 在 地  記載内容を御確認ください。 
③記 載 担 当 者   記載内容について問い合わせる場合のためのものです。記載担当者の所属・氏

名、連絡先電話番号をはっきりと御記入ください。 
④産 業 分 類   前年度調査の結果等をもとに各事業場５つまで印字されていますが、該当しな

いものがあれば、それぞれ左の□欄に×を記入してください。 
また、主に行われている事業で記載されていないものがあれば、その内容を一

番下の欄に記入するとともに、産業分類番号が分かる場合は、左の４桁の欄に分

類番号を記入してください。その場合、産業分類は主なものを５つまでデータ化

しますので、既に産業分類が５つ記載されている場合は、削除してよい産業分類

の□欄に×を記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤稼 働 コ ー ド   平成１８年３月３１日現在における事業場の稼働状況について、下記より選ん

で□欄に番号を記入してください。 
           なお、分流式下水道に全量排水する事業場も、「２」となります。 

稼働状況 稼働コード 

稼働（今回の調査対象となります） １

下水道に全量接続（公共用水域への排出はない） ２

H18.3.31 現在建設中で稼働していない ３

休止（稼働を再開する見込みはあるが停止中） ４

廃止（稼働を再開する見込みはない） ５

その他（誤って郵送されてきたなど） ９

※ ④産業分類は、総務省が告示する「日本標準産業分類」の項目のうち細分類項目を指します。 

日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、昭和 24年に制定されました。

その具体的な内容は、事業所において行われる農業、建設業、製造業、卸売業、小売業、金融業、医療、福祉、

教育、公務などすべての経済活動を、大分類、中分類、小分類及び細分類の４段階に分類したものであります。

産業構造の変化に伴い改正を重ね、最新は平成 14 年 10 月１日から適用されています。 

なお、詳細は総務省ホームページ http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm に掲載しており

ます。 
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⑥事由発生年月   「⑤稼働コード」において、「１（稼働）」及び「９（その他）」を選択され

た場合は、記入する必要はありません。それ以外の場合は、その事由が発生した

年月を御記入ください。なお、「３（建設中）」を選択された場合は、稼働予定

年月を記入してください。時期がはっきりしない場合は、おおよその時期で結構

ですが、届出等の提出日を参考とするようにしてください。 
 
 
以下は、「⑤稼働コード」において「１（稼働）」を選択された場合のみ、御記入ください。

「１（稼働）」以外を選択された場合は、⑦以下は記入する必要はありません。 

 
⑦～⑬ 規模の指標  すべて平成１８年３月３１日現在の状況で記入してください。 
 

⑦延 床 面 積   工場又は事業場の建築物の総床面積を記入してください。なお、住宅団地等

の場合は、関係している住宅の延床面積の合計を記入してください。 
⑧従 業 員 数 等   従業員数（常用労働者と個人事業主及び無給家族従業者の合計）を記入して

ください。なお、水道施設の場合は給水人口、集合型生活排水処理施設（下水

道終末処理施設、集落排水施設、コミュニティプラント、浄化槽など）の場合

は処理対象区域の利用人口、学校の場合は職員数と生徒数の合計となります。 
⑨出 荷 額 等   平成１７年度（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの１年

間）における工場又は事業場の出荷額（出荷額がない場合は、収入額、年間予

算額、年間取扱額等）を１万円単位で御記入ください。なお、住宅団地の場合

は記入不要です。 
⑩～⑫飼 育 頭 数   畜舎（豚・牛・馬）のある事業場のみ記入してください。平成１７年度（平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの１年間）における通常の家

畜の飼育頭数を頭単位で記入してください。 
⑬その他の指標   記入の必要のある工場又は事業場については、記入していただく指標とその

単位がすでに印字されています。印字がない場合は、記入の必要はありません。      

⑭～⑮ 稼働状況   施設全体の稼働状況を把握するものです。複数施設を有する工場又は事業場

においては、いずれかひとつでも施設が稼働していれば稼働日数、稼働時刻に

計上してください。 
 ⑭月別稼働日数   平成１７年４月から平成１８年３月までの各月における施設の稼働日数と

年間の合計値を御記入ください。 
 ⑮稼 働 時 刻   平均的な日における施設の稼働時刻を、０時（午前零時）から２４時（午後

１２時）で御記入ください。なお、終日稼働している場合は、始時を０：００、

終時を２４：００としてください。 
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公共用水域 

⑱処理水量 

⑲未処理水量（冷却水等） 

２．用排水量及び排水処理方法 

   ここでは、一日当たりの用排水量※について、⑯用水量、⑰総排水量、⑱処理水量及び⑲未処理 

水量（いずれも単位は m3／日）に分けて記入してください。ただし、⑱処理水量及び⑲未処理水量 

については、河川など公共用水域への排出分のみを記入してください。 

※ 平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの１年間に、事業所で使用、排出した用排水量 

を操業日数で除したもの 

 
                   非利用雨水 

 
⑯用水量 ――― 各種使用施設 ―― 排水処理施設 ――――  

（淡水又は海水） 

                                                          ＋ 

                            

                                   ▼ 

         製品出荷又は蒸発                ⑰総排水量 

 
 注１）公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接する水路等で下水 

道以外のものをいいます。 

 注２）水道施設（64 の 2（水質汚濁防止法施行令別表第一の特定施設番号。括弧内の数字において以下同じ。））におい 

て、⑯用水量には浄水される水量も含みます。 

注３）し尿処理施設（72）、下水道終末処理施設（73）において、⑯用水量には処理対象となる受入し尿や下水の量は

含みませんが、希釈水等として使用する水は含むこととします。一方、⑰～⑲は、事業場から排出されるすべての

水を対象とします。 

注４）廃油処理施設（70）、産業廃棄物処理施設（71 の 4）、し尿浄化槽（72）、共同処理施設（74）のみが設置されて

いる事業場においては、注３）に準じて、処理対象として受け入れる廃油、廃酸・廃アルカリ、し尿等又は特定事

業場から排出される水は⑯用水量には含みませんが、希釈水等として使用する水は含むこととします。一方、⑰～

⑲は、事業場から排出されるすべての水を対象とします。 

 

 

⑳排水処理方法   排水処理をして各排水口から排出を行う場合、その主な排水処理方法を下記

の処理コードから選択し、記入してください。 
排水処理方法の種類 処理コード 

活性汚泥 ０１

その他の生物処理 ０２

凝集沈澱、凝集浮上、加圧浮上 ０３

砂ろ過 ０４

オゾン処理 ０５

活性炭 ０６

油水分離 ０７

その他の高度処理 ０８

沈澱、中和、無機物の除去を主たる目的とした処理等 

（上記のいずれにも該当しない場合のみ） 
０９

 

公共用水域以外 
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３．排水濃度等 

  ここでは、工場又は事業場の排水口からの排水について記入していただきます。ここで、排水口 

とは、工場又は事業場から河川や海域等の公共用水域へ排出されるもの全てを指します。したがっ

て、非利用雨水排水など事業に直接関係のないものも含まれますが、この非利用雨水排水などにつ

いて、排水濃度等の測定をされていない場合は、これを除いて排水濃度を算出してください。 

 

21排 水 濃 度 等   各項目における平均的な排水濃度（１年間の平均値など）を記入してください。

ただし、定量限界以下の場合は、記入欄に「ＮＤ」と記入してください。事業場

内において、公共用水域に排出する排水口が複数ある場合、平均的な排水濃度と

は、工場又は事業場内にあるそれぞれの排水口からの排水量と排水濃度とから次

のように平均値を算出し、その値を記入してください。 

 

＜平均的な排水濃度の算出方法＞ 

   排水口１ （排水量Ｑ１  排水濃度Ｃ１） 

   排水口２ （排水量Ｑ２  排水濃度Ｃ２） 

   排水口３ （排水量Ｑ３  排水濃度Ｃ３） 

    ：      ：       ： 

      排水口Ｎ （排水量ＱＮ  排水濃度ＣＮ） の場合、 

 

   平均的な排水濃度Ｃは、 

       Ｑ１×Ｃ１＋Ｑ２×Ｃ２＋Ｑ３×Ｃ３＋………＋ＱＮ×ＣＮ 

          Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３＋………＋ＱＮ 

                                 となります。 

 ただし、排水濃度が定量限界以下（ＮＤ）の場合は、排水濃度は０として計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

４．有害物質使用・製造の有無、排水濃度等 

ここでは、有害物質を使用（原料とする製品を使用も含む）又は製造している事業者のみが対象とな

ります。なお、調査票に記載されている有害物質名については、別の呼び方が用いられていることがあ

ります。次項表に代表的な例を示しましたが、該当する物質がないか充分御確認いただきますようお願

いします。 

22 使用の有無、23 製造の有無、24 排出方法について、前回調査において御回答いただいた項目には、

あらかじめ回答欄に○がついています。当該箇所を訂正する場合は、○を○のように抹消したうえで、

該当する番号に○をつけてください。 

Ｃ＝ 

注１）水素イオン濃度（pH）については、１から１４の範囲内で数値を記入してください。 

   （この範囲を超える数値は存在しないためです。） 

注２）大腸菌群数の単位は、「×1000 個／ml」であるため、記入の際には充分御注意ください。

   （例：500 個／ml の場合 → 0.5 と記入してください。） 
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項番 項目名 別名の例 

０３ 有機燐化合物 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ、EPN 

１０ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾘｸﾚﾝ、三塩化ｴﾁﾚﾝ、三塩化ｴﾃﾝ、ｴﾁﾆﾙﾄﾘｸﾛﾗｲﾄﾞ 

１１ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾊﾟｰｸﾚﾝ、四塩化ｴﾁﾚﾝ、ﾊﾟｰｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

１２ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 塩化ﾒﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾙﾒﾀﾝ、ﾒﾁﾚﾝｸﾛﾗｲﾄﾞ、二塩化ﾒﾁﾚﾝ、ﾒﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾗｲﾄﾞ 

１３ 四塩化炭素 四塩炭、四ｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾍﾞﾝｼﾞﾉﾎﾙﾑ 

１４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 二塩化ｴﾀﾝ、二塩化ｴﾁﾚﾝ、ｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾗｲﾄﾞ 

１５ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾃﾝ、塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ、ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝｸﾛﾗｲﾄﾞ 

１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾃﾝ 

１７ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾒﾁﾙｸﾛﾛﾎﾙﾑ 

１８ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ β-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

２０ ﾁｳﾗﾑ ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾁｳﾗﾑｼﾞｽﾙﾌｲﾄﾞ、ｸﾞﾘｰﾝﾁｵﾉｯｸ、ﾁｵﾉｯｸ、ﾁｳﾗﾐﾝ、ﾎﾟﾏｿﾞｰﾙｴﾌ 

２１ ｼﾏｼﾞﾝ 2-ｸﾛﾛ-4,6-ﾋﾞｽ（ｴﾁﾙｱﾐﾉ）-s-ﾄﾘｱｼﾞﾝ 

２２ ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ S-4-ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾙ=N,N-ｼﾞｴﾁﾙﾁｵｶﾙﾊﾞﾏｰﾄ 

２４ ｾﾚﾝ ｾﾚﾆｳﾑ 

 

22使 用 の 有 無   当該物質を使用している場合は、使用量の多少にかかわらず、「１」を○で囲

んでください。使用していない場合は、「２」を○で囲んでください。また、当

該物質を原料とする製品を使用している場合も使用しているものとみなします。 

23製 造 の 有 無   当該物質を製造している場合は、製造量の多少にかかわらず、「１」を○で囲

んでください。製造していない場合は、「２」を○で囲んでください。また、当

該物質を含む製品を製造している場合も製造しているものとみなします。 

24排 出 方 法   それぞれの有害物質を含むおそれのある汚水等がどのように排出されている

かについて、下表の中から該当するコードを選択し、番号を○で囲んでください。   

なお、「22 使用の有無」及び「23 製造の有無」において、いずれも「無」の

項目については空欄としてください。 

排出方法 排出コード 

（処理後に）公共用水域へ排出 １

廃棄物処理業者による回収等 ２

下水道へ排出 ３

その他 ４

 

 

 

 

25排 水 濃 度   工場又は事業場からの排出水について、排水濃度を分析している項目があれば、

その項目について排水濃度を記入してください。ただし、定量限界以下の場合は、

記入欄へは「ＮＤ」と記載し、排水濃度データが複数ある場合は、平成１７年度

（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの１年間）において最大の

ものを記入してください。なお、網掛け欄に記載されているデータは、前回調査

において御記入いただいたものであり、参考としてください。排水濃度を分析し

ていない項目については、空欄のままで結構です。 

その他、御不明な点等ございましたら、問合せ先にお願いいたします。 

御協力ありがとうございました。 

「25 排水濃度」は、「24 排出方法」において「１（処理後に）公共用水域へ排出」を選択

された項目のみ、御記入ください。 
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